
－ １５１ －

���高知市���福山市���大分市���長崎市���和歌山市���郡山市都市名

制度なし
※当市の法外援
護事業は、主に
保護申請に来た
人の保護決定ま
での生活資金と
して、小口貸付
のみを実施して
いる

①一時援護金
（被保護世帯）
�人世帯：�,���
円
※�人以上の世
帯の場合は、�
人増すごとに
�,���円増
（ただし、��,���
円を上限とする）

制度なし制度なし
※夏期・冬期見
舞金を行ってい
たが平成��年度
より廃止
【廃止理由】
(�)一般世帯と
被保護世帯の消
費支出格差が縮
小しているため
(�)財政事情が
厳しいため

制度なし
※夏季見舞金を
行っていたが平
成��年度より廃
止
【廃止理由】
行革のため

制度なし援護金・
見舞金等

補足②：部屋代
の必要な病室に
入院した場合支
給
④：指定医師が、
自家用車で往診
を行った場合支
給

備考

制度なし①高校入学援護
金（被保護世帯）
高校：��,���円
（ただし、再入学
は除く）
②行旅者旅費
（行旅困窮者）
隣接福祉事務所
館内までの旅費
（切符）
食費の請求があ
った場合は���円
以内の現物

①入学祝金（被
保護世帯及び要
保護世帯）
(�)被保護世帯
　　小学校：
��,���円　中学
校：��,���円
(�)要保護世帯
　　小学校：
��,���円　中学
校：��,���円
②修学旅行小遣
い扶助（被保護
世帯及び要保護
世帯）
小学校�年生：
�,���円　　　中
学校�年生：
��,���円

①被保護者小・
中学校入学祝金
品（被保護世帯）
【平成��年度より
廃止予定】
小学校：ランドセ
ル　　　中学
校：�,���円
【廃止予定理由】
保護費の一時扶
助にて、「小・中
学校入学準備
金」が支給され
ているため

制度なし制度なしその他
入学祝金
等

①替ズボン扶助
（中学�年生男
子）　　　　　
　：現物支給
②水泳着扶助
（小学校�年生
及び中学校�年
生）：現物支給
【①②ともに平成
�年度より廃止】
廃止理由：記入
なし

備考



－ １５２ －

���旭川市���高松市���豊橋市���長野市���いわき市���宮崎市都市名

制度なし
※被保護世帯に
対し夏季・年末
見舞金、火災見
舞金、死亡弔慰
金、入浴料援助
金を行っていた
が平成��年度よ
り廃止
【廃止理由】
(�)一般世帯と
被保護世帯との
消費格差が縮小
しているため
(�)財政状況、
他都市の実施状
況を勘案した結
果

①夏季・冬季見
舞金（被保護世
帯）
�人目：�,���円
�人目以降：
�,���円
※ただし、今後
縮小・廃止に向
けて検討する予
定

①自立更生援助
金（被保護者）
�人あたり年間
�,���円

制度なし制度なし
※夏期・歳末見
舞金を行ってい
たが平成��年度
より廃止
【廃止理由】
(�)自立助長の
効果が薄れてい
るため
(�)一般世帯と
被保護世帯との
消費格差が縮小
しているため

制度なし援護金・
見舞金等

※廃止に伴う被
保護者に対する
通知文の添付あ
り
　夏季・年末見
舞金等に関する
詳細の添付あり

備考

①小・中学校入
学祝金（被保護
世帯）【平成��年
度より廃止】
【廃止理由】
上記(�)(�)と同
じ
②高等学校等の
入学祝金（被保
護世帯）【平成��
年度より新設】
�人：��,���円

①学童服支給
（小学校�年進
級者の属する就
学援助世帯）
支給方法：現金
支給
※ただし、学童
服については法
外援護として取
り扱っていない
②ランドセル支
給事業（被保世
帯の新小学�年
生進級者）
支給方法：現物
支給
※ただし、今後
縮小・廃止に向
けて検討する予
定

①小・中学校新
入学児童生徒祝
品（被保護世帯）
小学校：�,���円
（文具券）
中学校：�,���円
（文具券）
②高校生福祉奨
学金（被保護世
帯）
奨学金：��,���円
×��カ月＝
���,���円
入学準備金：
��,���円
③小・中学校修
学旅行支度金
（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円

①児童・生徒援
護金（被保護世
帯）
保育所新規入
所：��,���円　　
小・中学校入学：
�,���円
高校入学及び就
職：��,���円
②授産所作業員
就労奨励費（身
体・精神上の障
害を有する者）
交通機関利用
者：勤務�日に
つき上限���円
③基準外応用金
（被保護世帯及
び要保護世帯）
応用金の支給は
物品で行うこと
が原則
ただし、場合に
よっては現金支
給もできる（例：
医療費関係等）
④環境衛生援護
金（被保護世帯）
�,���円

制度なし制度なしその他
入学祝金
等

※小・中学校入
学祝金に関する
詳細の添付あり

備考



－ １５３ －

���岡崎市���相模原市���船橋市���倉敷市���横須賀市���松山市都市名

①生活保護歳末
慰問金（被保護
世帯）
在宅　　　　　
�人：�,���円
�～�人：�,���円
�人以上：�,���円
入院・入所
（単身）者　　
�,���円

①被保護者等慰
問金（被保護世
帯）【平成��年度
廃止予定】
夏季：�,���円　
年末：�,���円
【廃止予定理
由】：記入なし

①室料差額
ベッド助成
金（被保護
世帯）【平成
��年度廃止
予定】
�人�日
�,���円まで
【廃止理
由】：記入な
し

①自立更生援護
金（被保護世帯
及び重度心身障
害者）
〔被保護世帯〕
在宅
�～�人：�,���円
�～�人：�,���円
�～�人：�,���円
�人以上：
�,���円
入院（世帯全員）
�,���円
〔重度心身障害
者〕
�人あたり�,���円

制度なし①(i)夏季・年末見舞
金
〔対象者〕
・被保護世帯
・松山市出身の社会
福祉施設等入所者
〔支給金額〕
【夏季】
単身入院及び施設入
所者�,���円
単身居住生活者　
�,���円、その他世帯
�,���円
【年末】
施設入所者：�,���円
単身入院者：�,���円
その他世帯：�,���円
(ii)夏季・年末見舞金
〔対象者〕：松山市出
身の児童福祉施設入
所児童・生徒
〔支給金額〕：夏季・年
末ともに�人あたり
�,���円

援護金・
見舞金等

※廃止に伴う被
保護者に対する
通知文の添付あ
り
夏季・年末見舞
金等に関する詳
細の添付あり

※平成��年度の
①に関する実施
状況添付あり

備考

①保護家庭高校
生奨学金（被保
護世帯）【平成��
年度より新設】
福祉奨学金：
��,���円／月
入学準備金：
��,���円
②慰問品支給事
業（被保護者）
・生活保護世帯
歳末慰問品：全
国共通お米ギフ
ト券
・生活保護世帯
小学校入学祝
品：ランドセル等
・生活保護世帯
中学校入学祝
品：学生カバン
等
・生活保護世帯
中学校卒業祝
品：電子辞書
・生活保護世帯
生活用品支給：
ふとんセット及び
衣服等

①被保護世帯新
入学児童・生徒
援護（被保護世
帯）
�人あたり�,���円

①高校進学
支度金助成
（被保護世
帯）【平成��
年度より新
設】
�人あたり：
��,���円
②児童・生
徒修学旅行
支度金助成
（被保護世
帯）【平成��
年度より新
設】
小学生：
�,���円　　
中学生：
�,���円

制度なし①被保護世帯慰
問金支給（介護
施設等入所世帯
を除く被保護世
帯）
居宅：�,���円　
入院：�,���円　
入所：�,���円（す
べて年�回）
※入学祝金　　
社会福祉協議会
で対応
学童服購入助成
金・・・社会福祉
協議会で対応
（母子・父子家庭
は「子育て支援
課」で対応）

①入学物品（被保護
世帯）
小学�年生：ランドセ
ル、雨傘、雨靴、上履
靴、運動靴、鉛筆
中学�年生：通学用
カバン、雨傘、運動
靴
②お年玉（被保護世
帯の義務教育終了前
の児童・生徒）
�人あたり�,���円
③防寒用具（被保護
世帯）
毛布を現物支給
④被服購入費（被保
護世帯）
一般：�,���円
小学生：�,���円　　
中学生：��,���円
⑤移送費（行旅人）
移送に必要な必要最
低額の金額

その他
入学祝金
等

※②に関する詳
細資料の添付あ
り

備考



－ １５４ －

���岡山市���奈良市���高槻市都市名

①更生援護金・長期入院患者見舞金
〔夏期〕
更生援護金：�,���円（�世帯）
長期入院患者見舞金：�,���円（�人）
〔冬期〕
更生援護金：�,���円（�世帯）
長期入院患者見舞金：�,���円（�人）

①生活保護夏季・歳末見舞金
（被保護世帯）
【平成��年度より改定予定】
〔夏季〕
・�世帯：�,���円
・医療単給・生業単給世帯：�,���円
・施設入所者：�,���円
〔歳末〕
・�世帯：��,���円
・医療単給・生業単給世帯：�,���円
・施設入所者：�,���円
【改定内容】
財政健全化対策として夏季見舞金
廃止予定

①入院患者自立更生資金
　（被保護者）
夏期：�,���円
歳末：�,���円

援護金・
見舞金等

備考

①入学祝金（被保護世帯）
小学校：��,���円
中学校：��,���円
②学童服助成金（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円
③学童服支給（小学校�年進級者の
属する就学援助世帯）
現物支給

①生活保護就学旅行準備金
　（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円

制度なし
※平成��年度より廃止（具体的内容
についての記入なし）

その他
入学祝金
等

備考

　　�　政令指定都市の法外援護

　　　　また、平成��年�月現在の政令指定都市の法外援護の内容と検討状況は、図

表��のとおりである。

　　　　これによると、援護金、見舞金等については、回答のあった��市のうちの�

市が制度がなかったり、既に制度が廃止になっており、さらに、残り�市のう

ちの�市が見直し、廃止を検討中又は検討する予定であるとのことである。
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図表�� 【政令指定都市の法外援護事業の内容及び検討状況の調査結果（平成��年�月）】

横浜市さいたま市仙台市札幌市

①慰問金（被保護世帯、入
院患者・保護施設入所者）
夏季　　　　　歳末
居宅�,���円　　�,���円
入院�,���円　　�,���円
施設�,���円　　�,���円

制度なし①夏季・歳末見舞金
被保護世帯主・要保護世
帯主：�,���円
長期入院者・施設入所者：
�,���円
児童福祉施設入所児：
�,���円
※夏季・歳末ともに上記金
額支給

廃止　平成��年度
廃止理由
制度発足後��年を経過し、
生活保護基準の改定、福
祉施策の充実を踏まえ廃
止。

援護金・
見舞金等

見直しを検討中廃止する方向で検討中備考

①修学旅行支度費
　（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円
②小中学校入学祝金品
　（被保護世帯）
小学校：�,���円＋ランドセ
ル（現物支給）
中学校：�,���円＋文具券
（�,���円分）
③中学校卒業祝金（被保
護世帯）
中学校卒業者：�,���円

①高等学校等入学支度金
（被保護世帯）
高校入学者：��,���円
②通学服買い換え費
　（被保護世帯）
中学�年生：�,���円
③修学旅行準備金
　（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円

①入学祝金（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円
②入学援助金
　（要保護世帯）
小学校：��,���円
中学校：��,���円
③修学旅行援助金（被保
護世帯・要保護世帯）
小学校等：�,���円
中学校等：�,���円

①小学校入学祝金・中学
校入学祝金（被保護世帯）
小学校：��,���円
中学校：��,���円
②修学旅行バック購入金
（被保護世帯）
小学校�年：�,���円　　
中学校�年：�,���円
③小中学生お年玉
　（被保護世帯）
小中学生が属する生活保
護世帯：�,���円

その他
入学祝金
等

平成��年�月開始備考

名古屋市千葉市川崎市

①夏季・歳末見舞金（被保護世帯）
　　　　　　夏季　　　歳末
居宅�人　　�����円　　�����円
居宅�人　　�����円　　�����円
居宅�人　　�����円　　�����円
居宅�人以上�����円　　�����円
単身入院入所�����円　　�����円
保護施設入所�����円　　�����円

①慰問金（被保護世帯）
　　　　�月　　　��月
居宅　　�,���円　　�,���円
入院　　�,���円　　�,���円

①慰問金（被保護世帯、入院患者・
保護施設入所者）
　　　　夏季　　　 歳末
居宅　　�����円　　�����円
入院　　�����円　　�����円
施設　　�����円　　�����円

援護金・
見舞金等

継続する継続する廃止を含めた見直しを検討中備考

①高等学校進学祝金（被保護世帯）
高校進学者：�,���円
②修学旅行参加支度金
小学校�年生：�,���円
中学校�年生：�,���円
③学童服購入資金（被保護世帯）
小学校�年生：�,���円
中学校�年生：�,���円
④無料入浴券（被保護世帯）
�ヶ月�枚
⑤奨学金（被保護世帯）
高校在学者：月額��,���円
（高校入進学支度金：��,���円）

①修学旅行支度金（被保護世帯）
小学校：�,���円
中学校：�,���円
②高校進学支度金（被保護世帯）
高校入学者：��,���円
③出産費差額助成事業
　（被保護世帯）
出産扶助の適用を受けた者　　
��,���以内

①修学旅行支度金（被保護世帯）
小学校�年生：�����円
中学校�年生：�����円
②入学祝品（被保護世帯）
小学校：ランドセル
中学校：指定カバン
③卒業記念品援護卒業アルバム代
（被保護世帯）
小学校：�����円
中学校：�����円

その他
入学祝金
等

 備考
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神戸市大阪市京都市

①一時見舞金
　（被保護世帯・結核入所患者等）
　　　　   夏期　　　　冬期
�人世帯　�,���円　　　�,���円
�人　　　�,���円　　　�,���円
�人　　　�,���円　　　�,���円
�人　　　�,���円　　　�,���円
�人以上＋���円／人  ＋���円／人
入院入所　�,���円　　　�,���円

未回答①夏季・歳末見舞金
　（被保護世帯・結核入院患者）
・被保護世帯
居宅
�人世帯　�,���円　　　�,���円
�人　　　�,���円　　　�,���円
�人　　　�,���円　　 ��,���円
�人以上　�,���円　　 ��,���円
入院
結核病　　�,���円　　　�,���円
結核病以外�,���円　　　�,���円
・結核入院患者
夏季　�,���円　 冬季　�,���円

援護金・
見舞金等

廃止を含めて検討していきたい今後については未定備考

①高等学校入学準備金
　（被保護世帯）
公立学校　��,���円
市立学校　��,���円
②体操服等の支給（被保護世帯）
体操服　小学校�年　�,���円
　　　　　　　�年　�,���円
　　　　　　　�年　�,���円
　　　　中学校�年　�,���円
水着　　小学校�年
男子　�,���円　女子　�,���円
�年男子　�,���円　女子　�,���円
中学校�年男子�,���円　女子�,���円

①修学旅行援助金（被保護世帯）
小学校�年生　�,���円
中学校�年生　�,���円
②外国人教育扶助
本法の教育扶助対象外の外国人（民族）学
校生徒児童に本法に準じた扶助

その他
入学祝金
等

 備考

福岡市北九州市広島市

廃止　
福祉見舞金（平成��年度）
廃止理由
国民の生活水準向上に伴い生活保
護世帯の保護水準も上がり、一般国
民の消費実態との均衡上ほぼ妥当
な水準に達しているため。
問題点等
当該事業の廃止に当たっては、支援
団体の大きな反発があり、当初は陳
情や座り込み等があった。
現在も見舞金復活の要望が続いて
いる。

廃止　
夏季・冬季見舞金（平成�年度）
廃止理由
・保護基準が妥当な水準に達し、保
護費に上乗せした見舞金の歴史的
役割は終わった。
・北九州市の脆弱な財政事情

①援護見舞金（被保護世帯）
居宅
夏期　　　　年末
�人世帯　　�,���円　　　�,���円
�人　　　　�,���円　　　�,���円
�人　　　　�,���円　　　�,���円
�人以上　　�,���円　　　�,���円
入院入所
　　　　　　夏期　　　　年末
�人世帯　　�,���円　　　�,���円
�人　　　　�,���円　　　�,���円
�人　　　　�,���円　　　�,���円
�人以上　　�,���円　　　�,���円

援護金・
見舞金等

代替案なし
廃止に際して「全生連」を交渉団体と
し、平成�年度に数度交渉を行った
うえ、廃止通告した。

検討課題としている備考

廃止　入学祝金・中学卒業祝金（平
成��年度）
廃止理由　同上
現在実施中
①自立支援事業（被保護世帯）
・技能習得支援金　　最高��,���円
・運転免許取得支援金
　法基準を超える部分
・就職支度金　　最高��,���円
②供物料（被保護世帯）
初盆を迎える世帯　　�,���円
③就学援助（被保護世帯）
中学校�年生　　��,���円
④クーラー電気料補給金（被保護世
帯）

廃止　通学引換券・新入学祝品・初
盆世帯へのお供物料（平成�年度）
廃止理由
・期末一時扶助、小学�年生時の通
学服、入学準備金といった随時的給
付が生活保護制度の中で支給され
ている。
・北九州市の脆弱な財政事情

廃止　新入学祝金・夏服購入援助金
（平成��年度）
廃止理由
生活保護世帯の消費水準が一般世
帯との均衡上、ほぼ妥当な水準に達
していることから廃止

その他
入学祝金
等

 備考
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　　�　岡山県内の岡山市以外の市の法外援護

　　　　さらに、岡山県内の岡山市以外の市における法外援護の実施状況の調査結果

は、図表��のとおりであり、これによると岡山市類似の法外援護を実施してい

るのは、�市のうちの総社市、高梁市、備前市の�市であり、しかも、その�

市はいずれも援護金、見舞金等のみの実施である。なお、備前市は廃止の方向

で検討中とのことである。

井原市笠岡市玉野市津山市

制度なし制度なし制度なし制度なし援護金・
見舞金等

備考

制度なし制度なし制度なし制度なしその他
入学祝金
等

備考

図表��【岡山県内の他市における法外援護事業の実施状況の調査結果（平成��年�月）】

備前市新見市高梁市総社市

①夏期・年末見舞金
　（被保護世帯）
夏期
在宅：�,���円（�世帯）　
入院及び施設入所：
�,���円（�世帯）
年末
在宅：�,���円
（�・�人世帯）
以下�人世帯員が増加す
る毎に支給額���円増加
入院及び施設入所：
�,���円（�世帯）

制度なし①更生援護金
　（被保護世帯）
夏期
在宅：�,���円
入院：�,���円
年末
在宅：�,���円
入院：�,���円
※県の支給要領に準じて
いる

①特別援護金
　（被保護世帯）
夏期
�～�人世帯：�,���円　
�人以上世帯：�,���円
年末
�～�人世帯：�,���円　
�人以上世帯：�,���円

援護金・
見舞金等

廃止の方向で検討中備考

制度なし制度なし制度なし制度なしその他
入学祝金
等

備考
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　�　法外援護の見直し

　　�　自立援護金（意見）

　　　　まず、自立援護金については、結果的には生活保護費の圧縮につながる性格

を有するので、制度の合理性につき、さらに検討をすべきであるが、当面は廃

止の必要性はないと考える。

　　�　長期入院患者見舞金、入学祝金、学童服購入助成金、学童服支給（意見）

　　　　長期入院患者見舞金、入学祝金（小・中学校）については、その支給の根拠

にあまり合理的な理由がないと考える。

　　　　また、学童服購入助成金、学童服支給については、もともと生活扶助第�類

に被服費が含まれている。しかしながら、一部の小・中学校においては、生活

扶助費以上の経費がかかっている実態もあり、合理性がないとはいえないが、

今後見直しを検討すべきと考える。

　　�　水道料金の減免（意見）

　　　　前述の減免制度の中の水道料金については、生活扶助第�類に光熱水費が含

まれているので、減免制度は廃止すべきであると考える。

　　　　なお、岡山市水道局は、平成��年�月��日、岡山市市議会環境消防水道委員

会で、平成��年�月検針分から水道料金減免を廃止する方針を示している。

　�　最低生活費の計算方法と生活保護基準の問題点

　　�　最低生活費の計算方法

　　　　最低生活費の計算は、生活扶助第�類、生活扶助第�類、各種加算、住宅扶

助、教育扶助等を合計することになる。

      　　第�類とは、飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費について定め

られた基準で、この基準は、前述の図表�のとおり、年齢区分別に表示されている。

      　　第�類とは、電気代、ガス代、水道代などの光熱水費や家具什器費などで世

帯に共通する経費であって、図表�のとおり、世帯人員数別に表示されている。

　　　　各種加算とは、老齢加算（��歳以上）、障害者加算（身体障害者障害程度等級

表�～�級）、母（夫）子加算（児童（��歳になる日以後の最初の�月��日まで

の間にある者）を抱える母（夫）子世帯）に対する各加算の制度であり、その
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内容は図表�のとおりである。

　　�　最低生活費の計算の具体例

　　　　岡山市において、標準世帯（��歳男、��歳女、�歳子）の最低生活費の計算

は、次のとおりである（ただし、平成��年度の数値である。以下、同じ。）。   

             

ア　生活扶助第�類 �������円

　　������円×�人＋������円

　　（��歳～��歳の第�類基準������円、�歳～�歳の第�類

　　基準������円） 

イ　生活扶助第�類（冬季加算を含む。）  ������円

ウ　児童養育加算 �����円

エ　住宅扶助（限度額）　 ������円

　　　　合計 �������円

　　　　次に、ケースⅠ（��歳男、�人暮らし）の最低生活費の計算は、次のとおり

となる。 

ア　生活扶助第�類　 ������円

イ　生活扶助第�類（冬期加算を含む。）　 ������円

ウ　住宅扶助（限度額）　 ������円

　　　　合計　 �������円

　　　　この場合の最低生活費は、住宅扶助を除くと������円にすぎないことが分か

る。

　　　　では、ケースⅡ（��歳女、�歳子（小学生）、�歳子）の最低生活費はどうな

るのであろうか。
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　　　　標準世帯とケースⅡの違いは、��歳男と�歳子（小学生）の違いであるが、

ケースⅡの方が最低生活費が大きくなってしまうのである。

　　　　この逆転現象は母子加算������円によるものである。

　　　　しかし、母子家庭であるというだけの理由では、特別に最低生活費を加算す

べき合理的理由はないと考える。この点は老齢加算についても同様である。老

齢加算については、既に合理性なしとして平成��年度に廃止が決まっていると

のことであるので、母子加算の廃止も検討すべきであると考える。

　　 　　さらに、ケースⅢ（��歳女、��歳子（高校生）、��歳子（中学生）、 �歳子

（小学生）の最低生活費はどうなるのであろうか。

ア　生活扶助第�類 ������円

　　（������円＋������円＋������円）

イ　生活扶助第�類（冬期加算を含む。）（�人） ������円

ウ　母子加算 ������円

エ　児童養育加算（平成��年�月から） ������円

オ　教育扶助 �����円

カ　住宅扶助（限度額） ������円

　　　　合計 �������円

ア　生活扶助第�類 �������円

　　（������円＋������円＋������円＋������円

イ　生活扶助第�類（冬期加算を含む。） ������円

ウ　母子加算 ������円

エ　児童養育加算 �����円

オ　教育扶助 �����円

カ　住宅扶助（限度額） ������円

　　　　合計 �������円
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　　　　母�人、子供�人のケースⅢにおいて、��万�����円の最低生活費は、前述の

標準世帯のケースと比較すると、一般的な感覚としては、少し高いのではない

かという印象を受けるものである。

　　　　また、このケースは、前述の��歳の一人暮らしのケースⅠの最低生活費が��

万�����円ということと比べても高いという印象を受けるものである。

　　　　これは、生活扶助第�類が人数ごとに機械的に増えていくという計算方法で

あるからである。例えば、��歳～��歳の子供が�人いた場合と�人しかいない

場合を比べた場合、子供の食費等の個人的経費が������円×�＝������円と単

純に�倍になるものではないであろう。

　　　　また、生活扶助第�類についても、世帯員が�人から�人に増えると�万���

円から�万�����円へと�����円増加するが、世帯員が�人から�人になるとわ

ずか���円しか増加しておらず、�人世帯の生活扶助第�類が高いのではない

かという印象を受けるものである。

　　�　生活保護基準の問題点と法外援護の検討の必要性（意見）

　　　　前述のケースⅢにおいて、被保護世帯が��万�����円を取得しても税金が一

切かからず医療扶助により医療費が不要で、国民年金の保険料と国民健康保険

の保険料も不要で、さらに、水道料金やＮＨＫの受信料等も不要ということに

なると、就労意欲が湧かないのはむしろ当然ではなかろうか。

　　　　ケースⅢのようなケースでは、生活保護基準が高すぎるため、生活保護の目

的の一つである自立助長のインセンティブが十分には働かないシステムになっ

ていると考えられる。

　　　　よって、生活扶助第�類も生活扶助第�類と同様、人数が増えるごとに増加

額が逓減していくシステム、第�類も世帯員が�人から�人までの範囲につい

て増加幅を少なくするシステムが採られるべきであると考える。

　　　　また、生活保護基準表（図表�）においては、①冬季加算が��月から�月ま

での�か月とされているが、近年の暖冬の中、�か月間も冬季加算を行う合理

性は乏しいこと、②期末一時扶助については、確かに年末年始の生活費の増加

ということはあるかもしれないが、例えばケースⅢの�人家族の場合に、

��,���円（��,���円×�人）の金額の合理性が乏しいこと等の問題があると考え
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る。

　　　　以上のとおり、最低生活費は、各種加算と生活扶助第�類の計算方法等のた

め、一般的に考えると、あまり低いものとはいえず、それに加えて、多種多様

な法外援護までも実施する必要性は乏しいものと考える。

　　　　法外援護については、その必要性、合理性を十分検討した上で、順次廃止の

方向で検討すべきである。

第�　生活保護制度の問題点と改善策

　�　問題点

　　�　生活保護制度の問題点の第�は、前述のとおり、返還又は不正不当受給等が

件数、金額ともに増加傾向にあり、平成��年度においては、過去最高の�億

�����万�����円（件数���件）にも達しているということである。

　　　　そして、不正不当受給等については、返還又は徴収を行うことが事実上困難

であるということである。

　　　　法第��条による返還請求、法第��条による徴収等が十分実効性を上げていな

いことは既に指摘したとおりである。

　　�　問題点の第�は、生活保護費の増加により財政が圧迫されるということである。

　　�　問題点の第�は、ケースによっては生活保護費が必ずしも低くないことや法

外援護の手厚さなどのため、自立助長に向けたインセンティブが働きにくいと

いうことである。

　　�　問題点の第�は、生活保護の制度面及び運用面において、補足性の原理が制

度上必ずしも十分に貫徹されていないということである。

　　　　不動産保有ケース、扶養義務者に十分な資力があるケース、就労可能なケー

スについてさまざまな問題点があることは既に指摘したとおりである。

　　�　問題点の第�は、生活保護に関する事務の適正な執行については、生活保護

法等以外の様々な法律上の知識が不可欠であるにもかかわらず、それが必ずし

も十分ではないということである。　　
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　�　改善策

　　�　不正不当受給等の問題（意見）

　　　ア　収入調査

　　　　　まず、第�の不正不当受給等の問題については、いかにこれを早期に発見

するかということが焦眉の課題である。

　　　　　このためには、やはり収入申告と課税収入のチェックを早期に、かつ、確

実に行うことが必要である。

　　　　　課税情報の更新は毎年�月上旬に行われるので、福祉事務所の全能力を傾

注して、�月中には収入申告のチェックを行い、遅くとも�月中には法第��

条決定等の処理を行うべきである。

　　　　　具体的には、個々のケースワーカーが前年の課税情報における収入と申告

収入の対比が一覧できるような収入チェックシートを毎年�月中に作成して、

チェックを行うという運用の制度化を図るべきである。

　　　　　そして、収入チェックの結果、早期に法第��条の返還決定、法第��条の徴

収決定を行うため、あらかじめ被保護者から課税情報を調査することの同意

を取得しておくという運用を行うべきである。

　　　イ　訪問調査

　　　　　次に、不正不当受給等の防止と早期発見については、申告収入の早期チェッ

クに加えて、質量ともに充実したケースワーカーによる訪問調査が必要である。

　　　　　質量ともに充実した訪問調査は、生活保護受給世帯に対するきめ細かい就

労指導も可能にして、自立助長に結びつくものである。

　　　　　このため、法定の標準に見合うケースワーカーの定数増は必要かつ急務で

ある。

　　　　　また、単にケースワーカーの定数増のみならず、ケースワーカーの資質と

意欲の向上も重要である。積極的に研修会等を活用すべきである。

　　　　　加えて、前述のとおり、ケースの格付けの基準に基づく訪問調査はほとん

ど履行されていないので、格付けの基準の見直しを検討するとともに、見直

された基準については、それが厳守されるようなシステムを検討すべきであ

る。
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　　　ウ　福祉事務所の組織

　　　　　さらに、ケースワーカーの申告収入チェック、訪問調査業務を充実させる

ためには、福祉事務所の組織内において、分業制と嘱託制度の積極的活用を

図るべきである。すなわち、現状では、ケースワーカーは世帯ごとに開始か

ら廃止、法第��条、法第��条等の適用、就労指導、訪問調査まで一連の業務

を担当している。

　　　　　しかし、生活保護の開始までの手続において、例えば、不動産、預貯金、

生命保険等の調査はある程度機械的な作業である。そこで、生活保護の開始

までのさまざまな事務手続は、嘱託職員に担当させるべきである。

　　　　　また、生活保護申請者との面接、相談等を行う生活支援相談員、就労指導

を行う就労支援相談員は現在国からの補助を受けて行っているが、ケースワ

ーカーによるさらなる充実した訪問調査業務等を十分可能にするためにも、

国に対して補助の継続を要求するとともに、仮に、国からの補助がなくなっ

たとしても岡山市が同様の制度の維持を図るべきである。

　　　　　加えて、福祉事務所の組織については、生活保護の事務を取扱う生活福祉

係の増設を検討すべきである。

　　　　　すなわち、現在は、中央福祉事務所の生活福祉係が�係から�係の�係体

制、東福祉事務所が�係と�係の�係体制で、その他の福祉事務所は生活福

祉係が�係だけの�係体制であるが、生活保護世帯の増加という量的な事務

の増加のみならず、きめ細やかな就労指導等自立助長のための事務の実質的

増加などに対応するため、組織の整備を図るべきである。

　　　　　具体的には、中央福祉事務所は少なくとも�係体制、東福祉事務所は少な

くとも�係体制、南福祉事務所は少なくとも�係体制にそれぞれ組織変更す

るとともに、それに見合ったケースワーカー及び嘱託職員の増員を行うべき

である。

　　�　生活保護費の増大の問題（意見）

　　　ア　医療扶助

　　　　　問題点の第�は、生活保護費が年々増加しており、平成��年度は過去最高

の約���億�����万円にも達しており、これが岡山市の財政を圧迫していると
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いうことである。特に、生活保護費の約�割を占める医療扶助費の増大に対

する対応が必要であると考える。

　　　　　この点、補足性の原理からすると、他の法律や施策で利用できる制度があ

れば、それを生活保護に優先して利用しなくてはいけないということである

から、生活保護世帯にも国民健康保険の加入を義務付け、受益に応じた最小

限の負担は要求すべきであると考える。ただし、最小限の負担を要求するに

当たっては、保険料については特例を設けることや長期間にわたる入院患者

についても何らかの特例を設けることを検討すべきである。

　　　　　今回の監査では、例えば、生活保護世帯の平均の年間医療費又は通院日数

と非生活保護世帯のそれらの比較はできなかったが、生活保護世帯では医療

費が全くただになっており、このような現行の生活保護制度であれば、必ず

しも必要性のない入通院が相当多く、そのことが医療扶助費の増加の一因と

なっている可能性は高いと考えられる。

　　　　　このため、厚生労働省は、生活保護世帯の医療費の分野においても、最小

限の費用負担の導入を実現すべく、国民健康保険の加入の義務付けを検討す

べきである。

　　　イ　国庫負担金

　　　　　国庫負担金の問題点については、既に指摘したとおりである。

　　　　　再言すれば、保護費から法第��条の返還金、法第��条の徴収金等の調定額

を控除した金額に�分の�の国庫負担率を乗ずるという方法を、保護費から

法第��条の返還金、法第��条の徴収金等の実際の返還額及び徴収額を控除し

た金額に国庫負担率を乗ずるという方向に制度改正すべきであるということ

である。

　　　　　また、いわゆる三位一体の改革の検討の中において、厚生労働省は、国庫

負担率を�分の�から�分の�に切り下げるという案を示したということで

ある。

　　　　　しかし、これは、①生活保護に関する事務は、地方自治法第�条第�項第

�号の「第一号法定受託事務」であり、これは、「法律又は政令により、都道

府県、市町村等が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役
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割に係るものであって、国において適正な処理を特に確保する必要があるも

のとして法律又は政令に特に定めるもの」であること、②生活保護費が年々

増加していること、③現行の制度においては、地方自治体は生活保護費を圧

縮する手段がないこと、④国庫負担率が�分の�に切り下げられると、地方

自治体の財政がさらに悪化すること等から妥当ではないと考える。

　　　ウ　不正受給者等への減額決定

　　　　　現行制度では、法第��条の不正受給者に対し、保護をいったん廃止しても、

その後、その不正受給者が新たに保護を申請してきたときは、保護の要件を

満たしていれば、保護を開始せざるを得ないようになっている。

　　　　　また、被保護者が指導指示に反して、繰り返し年金を担保に借金をした場

合においても、年金が現実に受給できないときは、年金収入がないものとし

て、保護費の決定を行わざるを得ないものである。

　　　　　しかし、かかる結論は、一般の常識からみて不当であると考える。また、

個々のケースワーカーの中にもこの点に関しては納得がいかない旨を述べる

者が多々あったものである。

　　　　　憲法第��条第�項の生存権の保障からすると、上記の場合に、保護の申請

を却下することはできないであろうが、生活保護基準額をある程度下回る結

果となる一定額の減額決定はできるよう生活保護法を改正すべきであると考

える。

　　�　生活保護世帯の自立助長のための方策（意見）

　　　　第�は、自立助長の具体的方策についてである。

　　　　この点については、より積極的な就労指導が必要であると考える。

　　　　また、この点に関しては、生活保護が親から子へと引き継がれること（貧困

の再生産）にも注意すべきである。

　　　　岡山市における平成��年度の世帯員を有する生活保護開始世帯（合計�����世

帯）において、��歳から��歳までの年齢の世帯員の学歴の調査結果は、図表��

のとおりである。
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図表��【平成��年度生活保護開始世帯における世帯員（��歳～��歳）の学歴調査】
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図表��【平成��年度生活保護開始世帯における世帯主の親に生活保護歴があるケースの調査】

　　　　これによると、��歳から��歳までの世帯員の数は合計��人となっており、こ

のうち、中学校卒業が最終学歴の者は��人で約��パーセントとなっている。

　　　　よって、高校への進学率は��パーセントにすぎず、一般の高校進学率に比べ

るとかなり低くなっている。

　　　　なお、高校を卒業した者は�名となっているが、大学へ進学した者はいなか

った。

　　　　さらに、岡山市における平成��年度の生活保護開始世帯において、被保護者

�����人の親に生活保護歴があるケースは、図表��のとおりである。
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　　　　これによると、親に生活保護歴がある世帯主の世帯数は��世帯で全体の���パ

ーセントにも達しており、これは、一般の保護率（岡山市平成��年度平均の保護

率は����％）に比べて相当に高いものである。このことからすると、保護が親か

ら子へ引き継がれている可能性が高くなっていると考えられるものである。

　　　　厚生労働省は、生活保護世帯の高校進学の意欲のある子弟が高校へ進学でき

るような扶助のシステムを具体的に検討すべきである。

　　�　補足性の原理の貫徹（意見）

　　　　第�は、生活保護の制度面及び運営面における補足性の原理の貫徹について

である。

　　　ア　不動産保有ケース

　　　　　この場合については、法第��条の適用を厳格に行うこと、長期生活支援資

金貸付金の借入の指導を行うこと、法第��条の適用を行った場合は、不動産

の売却に結びつく具体的な指導を行うこと等が必要である。

　　　　　また、この点に関し、厚生労働省が、長期生活支援資金貸付金と生活保護

の関係を明確にするとともに、長期生活支援資金貸付金の要件の緩和を検討

すべきであることは、既に述べたとおりである。

　　　イ　扶養義務者の扶養が問題となるケース

　　　　　扶養義務者に十分な資力がありながら、扶養についての協議が調わない場

合には、法第��条第�項の申立てを積極的に行うべきである。

　　　　　また、この点に関しても、厚生労働省がある程度全国的な基準を設けるこ

とを検討すべきであることは、既に述べたとおりである。

　　　ウ　就労可能なケース

　　　　　この場合については、就労指導を積極的に行うとともに、指導に従わない

者に対しては指導指示書の交付と保護の停廃止を積極的に行うべきである。

　　�　生活保護に関するコンプライアンスの実現（意見）

　　　　最後は、生活保護に関するコンプライアンスの実現についてである。

　　　ア　告訴

　　　　　まず、悪質な不正受給者に対しては、断固たる法的措置を採ることである。

　　　　　例えば、岡山市東福祉事務所においては、平成��年�月に入手した課税情
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報では、被保護者の平成��年中の収入が�百数十万円となっていたため、ケ

ースワーカーが本人に対して何か仕事をしているのではないか尋ねたという

ケースがあった。しかし、当該受給者は、頑として仕事はしていないと言い

張ったばかりか、逆にそのケースワーカーに感情的になって食ってかかり、

調査に協力しないというケースがあった。

　　　　　このように、所得を隠し、さらに虚偽の申し立て等までして生活保護費の

不正受給を継続しようとする者に対しては、積極的に刑事告訴を行うことを

検討すべきである。

　　　　　なお、平成�年度から平成��年度までの間に、不正受給に関して告訴又は

告発を行ったケースは、次のとおり、告訴が�件あったのみである。

　　　　①　申立日

　　　　　　平成��年�月�日付けの告訴

　　　　②　捜査機関名

　　　　　　岡山西警察署　刑事�課

　　　　③　不正受給期間と不正受給額

　　　　　　平成��年�月�日～平成��年�月��日

　　　　　　���������円

　　　　④　罪名

　　　　　　詐欺

　　　　⑤　告訴の受理年月日

　　　　　　平成��年�月�日

　　　　⑥　捜査機関の処分日及び処分内容

　　　　　　平成��年�月��日　起訴

　　　　⑦　法第��条決定日及び金額

　　　　　　平成��年�月��日

　　　　　　���������円

　　　　⑧　法第��条の徴収状況

　　　　　　全額返還済み
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　　　　　前述のとおり、不正受給の件数と金額がますます増加しているという現状

にかんがみると、一罰百戒の目的のためにも、より積極的に刑事告訴を検討

すべきである。

　　　イ　強制執行

　　　　　また、悪質な不正受給者に対しては、同様の目的のため、訴訟手続及び給

料の差押等の強制執行手続を採ることも検討すべきである。

　　　ウ　専決処分事項の改正

　　　　　法第��条の返還金、法第��条の徴収金等の訴訟の提起等は、これまで市長

の専決処分事項ではなく、議会の承認を要することとされている。

　　　　　すなわち、「市長の専決処分事項の指定（昭和��年�月��日議決）」は、次

のとおりである。 

　地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、市長にお

いて専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

�　市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。 

�　岡山市住宅新築資金等貸付条例（昭和��年市条例第��号）に基づく貸付

金の償還に係る訴えの提起及び和解に関すること。 

�　前�号に定めるもののほか�件��万円未満の損害賠償の額の決定及び

和解に関すること。  

�　議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、次に掲

げる変更契約を締結すること。

　ア　設計変更の程度が著しい変更又は重要な部分の変更でない場合で、

かつ、変更金額が�����万円以内の契約金額の変更契約 

　イ　工事の目的達成上著しい変更又は支障が生じない場合における完工

期日の変更契約 

　　　　　しかし、かかる制度だと、返還金、徴収金に限らず、岡山市の債権につい

て訴訟提起等の必要が生じたときに、迅速かつ的確な対応を採りにくい。

　　　　　地方自治法第���条第�項は、普通地方公共団体の議会の権限に属する軽
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易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長に

おいて、これを専決処分にすることができると規定しているところ、少額か

つ簡易な訴訟事件を取り扱う簡易裁判所への訴えの提起が可能な訴額���万

円以下の債権に係る訴えの提起については、迅速かつ的確な対応が可能とな

るよう、市長の専決処分とする旨の議決を行うべきであると考える。

　　　　　また、法第��条の返還金、法第��条の徴収金等については、訴額が���万円

を超える可能性も高い　ので、訴額にかかわらず市長の専決処分とする旨の

議決を行うべきであると考える。

　　　エ　行政における弁護士等専門家の関与

　　　　　扶養義務者に対する法第��条第�項の申立てについては、弁護士等の専門

家を交えて、扶養料の決定手続等家庭裁判所の実務に即応した積極的対応を

採るべきである。

　　　　　不動産所有ケースについては、処遇検討委員会において、不動産の評価や

処遇方針決定を行う際の法的問題の検討や長期生活支援資金の借入の要件の

クリアの問題等の法的知識が必要となる場合が多いため、この点に関しても、

弁護士等の専門家を交えて検討を行うべきである。

　　　　　さらには、不納欠損の処理手続（消滅時効と免除の要件の検討等）、指導指

示と保護の停廃止の手続（取消訴訟等の見直し）、暴力的言動を行う被保護者

への対応等についても、福祉事務所長の意思決定手続において弁護士等の専

門家を交えて検討を行い、生活保護行政におけるコンプライアンスの実現を

図るべきである。
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第�章　貸付金等について

第�　概要

　　　保健福祉局福祉部及び子育て勤労部所管の貸付金には、①母子福祉資金貸付

金・寡婦福祉資金貸付金（子育て勤労部家庭児童課所管）、②小口資金貸付金（福

祉部福祉援護課所管）、③高齢者住宅整備資金貸付金（福祉部高齢者福祉課所管）、

④障害者住宅整備資金貸付金（福祉部障害福祉課所管）の�種類がある。

　　　これらの�種類の貸付金の概要は、図表��のとおりである。

図表��【福祉部及び子育て勤労部所管の貸付金の概要】

平成��年度末
債権残高

制度開始年度根　　拠制度の概要区　　分

���,���,���円
（納期限が未到来
のものは除外し
ている。）

昭和��年度母子及び寡婦福祉
法（昭和��年�月
�日法律第���号）

母子及び寡婦の経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図る
ため、修学資金等を貸し付け
るというもの

母子寡婦福祉資
金貸付金

��,���,���円昭和��年度小口資金貸付金制
度実施要綱
（昭和��年�月�
日付け）

低所得者に対し、緊急不測の
事態に必要な生活資金等を貸
し付けることにより、その世
帯の福祉増進と自立助長を図
ることを目的とするもの

小口資金貸付金

��,���,���円昭和��年度
（ただし、平成�
年度に新規貸付を
廃止した。）

岡山市高齢者住宅
整備資金貸付条例
（昭和��年�月��
日付け岡山市条例
第��号）

��歳以上の高齢者と同居する
世帯に対し、高齢者のための
居室等を増改築するために必
要な費用を貸し付けることに
より、その家族との間の好ま
しい家族関係の維持に寄与す
ることを目的とするもの

高齢者住宅整備
資金貸付金

��,���,���円昭和��年度
（ただし、平成�
年度に新規貸付を
廃止した。）

岡山市障害者住宅
整備資金貸付
条例（昭和��年�
月��日付け岡山市
条例第��号）

障害者のために居室等を増改
築するために必要な資金を貸
し付けることにより、障害者
の増進に資することを目的と
するもの

障害者住宅整備
資金貸付金

　　　以下、各貸付金につき、検討する。

　　　なお、保健福祉局福祉部及び子育て勤労部所管の貸付金の中には、災害援護資

金貸付金（福祉部福祉援護課所管）もあるが、平成��年度末における貸付件数、

未償還金がそれぞれ�件、�万�,���円と少ないので、省略したものである。
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第�　母子福祉資金貸付金・寡婦福祉資金貸付金

　�　制度の概要

　　�　根拠

　　　　本制度は、母子福祉資金の貸付等に関する法律に基づき、昭和��年度から実

施されているものであり、現在は、母子及び寡婦福祉法（昭和��年�月�日法

律第���号）に基づいて行われている貸付制度である。

　　�　対象

　　　　貸付対象は、次のとおりである（母子及び寡婦福祉法第��条第�項、第��条

第�項、第��条、附則第�条第�項。以下、母子及び寡婦福祉法を「法」と略

すこととする。なお、法第��条は、都道府県に関する規定を中核市に関する規

定として適用する旨の条文であるが、以下において条文を引用するときは省略

するものとする。）。

　　　ア　母子福祉資金貸付金

　　　　�　母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童（��歳未満）を扶養してい

る者）

　　　　�　父母のない児童（��歳未満）

　　　イ　寡婦福祉資金貸付金

　　　　�　寡婦（配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった者）

　　　　�　��歳以上の配偶者のない女子であり、母子家庭の母及び寡婦以外の者

　　�　目的

　　　　本貸付制度は、これらの者の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、

①事業開始資金、②事業継続資金、③就学支度資金、④修学資金、⑤技能習得

資金、⑥修業資金、⑦就職支度資金、⑧医療介護資金、⑨生活資金、⑩住宅資

金、⑪転宅資金、⑫結婚資金、⑬特例児童扶養資金（平成��年�月�日から児

童扶養資金が変更になったものである。）を貸し付けるものである。

　　�　内容

　　　　母子福祉資金貸付金・寡婦福祉資金貸付金（以下、併せて、「母子寡婦福祉資

金貸付金」という。）の種類、内容、貸付対象、貸付金額の限度は、図表��のと
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おりである（法第��条、法施行令第�条及び第�条、法第��条第�項、法施行

令第��条及び第��条）。

図表��【母子寡婦福祉資金貸付金の種類及び内容等】

貸付利率償還方法償還期間据置期間貸付金額の限度貸付対象内　容
貸付金の
種　　類

無利子・年　賦
・半年賦
・月　賦

�年以内貸付けの日から
�年間

・�回につき
 �,���,���円
・母子福祉団体
 �,���,���円
・複数の母子家庭が共
同して起業する場合

 �,���,���円

・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体

事業を開始する
のに必要な資金

事業開始
資金

無利子・年　賦
・半年賦
・月　賦

�年以内貸付けの日から
　�か月間

�回のつき �,���,���円・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体

事業を継続する
のに必要な資金

事業継続
資金

無利子・年　賦��年以内��歳に達した日
の属する学年を
終了後
　�か月間

・小学校 ��,���円
・中学校 ��,���円

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
（いずれも、所得
税非課税か入学時
に同程度の経済事
情にある場合に限
る）

小学校・中学校
への入学に際し
必要な資金

就学支度
資金

無利子・年　賦・��年以内
・専修学校
　（一般課程）
　�年以内

卒業後
　�か月間

国公立
・自宅通学 ��,���円
・自宅外通学 ��,���円
私立
・自宅通学 ���,���円
・自宅外通学
 ���,���円

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養してい
る子

高等学校、高等
専門学校、専修
学校（一般課程・
高等課程）への
入学に際して必
要な資金

無利子・年　賦��年以内卒業後
　�か月間

国公立
・自宅通学 ���,���円
・自宅外通学
 ���,���円
私立
・自宅通学 ���,���円
・自宅外通学
 ���,���円

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養してい
る子

大学（短期大学
を含む）、専修
学校（専門課程）
への入学に際し
必要な資金

無利子・年　賦
・半年賦

�年以内卒業後
　�か月間

中学卒業後入所
・自宅通所 ��,���円
・自宅外通所 ��,���円
高校卒業後入所
・自宅通所 ��,���円
・自宅外通所
 ���,���円

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養してい
る子

就職・事業開始
に必要な知識技
能を習得する為
の施設（厚生労
働大臣が定める
もの）への入所
に際し必要な資
金

無利子・年　賦
・半年賦

・�年以上の貸
付け��年以内

・�年以上�年
未満の貸付け
�年以内

・�年未満の貸
付け�年以内

・専修学校のそ
の他の課程�
年

卒業後
　�か月間

修学資金貸付限度額は
省略

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養してい
る子

修学に必要な資
金

修学資金
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貸付利率償還方法償還期間据置期間貸付金額の限度貸付対象内　容
貸付金の
種　　類

無利子・年　賦・�年を越える
貸付け��年以
内

・�年までの貸
付け�年以内

・�年までの貸
付け�年以内

習得期間満了後
�か月間

・月額��,���円
　　�年以内
・自動車運転免許取得
は

 ���,���円

・母子家庭の母
・寡婦

就職・事業開始
に必要な、知識
技能を習得する
のに必要な資金

技能取得
資金

無利子・年　賦
・半年賦

・�年を越える
貸付け

　　�年以内
・�年までの貸
付け

　　�年以内

習得期間満了後
　�か月間

・月額��,���円
　　�年以内
・全日制高校�年在学
中に就職を希望する
児童が、就職のため
に自動車運転免許を
取得する場合は

 ���,���円

・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦が扶養してい
る子

就職・事業開始
に必要な、知識
技能を習得する
のに必要な資金

修業資金

無利子・年　賦�年以内貸付の日から�
年間

・���,���円
・通勤のために自動車
を購入する場合は購
入費を含めて

 ���,���円

・母子家庭の母
・母子家庭の児童
・父母のいない児童
・寡婦

就職に際し必要
な資金

就職支度
資金

無利子・年　賦
・半年賦

�年以内医療又は介護期
間満了後
　�か月間

（医療）���,���円
　（特別の場合
　　　　 ���,���円）
（介護）���,���円

・母子家庭の母
・母子家庭の児童
・寡婦

・医療を受ける
のに必要な資
金

・介護保健法に
規定する保険
給付サービス
を受けるのに
必要な資金

医療介護
資金

・年�％医療
介護、技能
習得資金と
あわせて貸
付けられる
場合

　　無利子

・年　賦・�年を越える
貸付

　　��年以内
・�年までの貸
付け

　　�年以内
・�年までの貸
付け

　　�年以内

習得期間満了後
　�か月間

・技能習得：
　　月額���,���円
　　　�年以内
・医療介護：
　　月額���,���円
　　　�年以内
・母が生計中心者でな
い場合、及び現に扶
養する子のない寡婦
の場合

　　月額��,���円

・母子家庭の母
・寡婦

技能習得資金又
は医療介護資金
の貸付けを受け
ている期間中の
生活を維持する
のに必要な資金

生活資金

・年　賦
・半年賦

�年以内医療期間満了後
　�か月間

年�％
（一部無利子）

・年　賦
・半年賦

�年以内貸付期間満了後
　�か月間

・月額���,���円
・母が生計中心者でな
い場合

　　月額��,���円

・母子家庭の母（配
偶者のない女子と
なって�年未満の
者に限る）

配偶者のいない
女子となって間
もない者の自立
意欲の促進と生
活の安定を図る
のに必要な資金

年�％・年　賦
・半年賦

�年以内失業貸付期間満
了後
　�か月間

・月額���,���円
　　�年以内
・現に扶養する子のな
い寡婦、及び現に扶
養する子の生計を維
持していない寡婦の
場合

・母子家庭の母
・寡婦

失業期間中にお
ける生活の安定
と再就職活動の
促進を図るのに
必要な資金
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　　�　平成��年度の貸付の件数及び金額

　　　　平成��年度の母子寡婦福祉資金貸付金の新規分、継続分別の種類ごとの件数、

金額は、図表��－�、図表��－�のとおりである。

　　　　これによると、①平成��年度の母子寡婦福祉資金貸付金の新規分、継続分の

合計の貸付件数は���件、貸付額は�億�,���万���円となっていること、②この

うち、母子福祉資金貸付金は、貸付件数���件、貸付額は�億�,���万�,���円と

大部分を占めていること、③母子福祉資金貸付金においては、修学資金の貸付

額が最も多く（�億�,���万�,���円）、就学支度資金（�,���万�,���円）、生活資

金（���万�,���円）の順になっており、この�つの貸付金で貸付額全体の��.�％

を占めること、④平成��年度には、事業開始資金、事業継続資金、医療介護資

金、結婚資金、特例児童扶養資金の貸付はないこと等が分かる。

貸付利率償還方法償還期間据置期間貸付金額の限度貸付対象内　容
貸付金の
種　　類

年�％・年　賦
・半年賦
・月　賦

�年以内貸付の日から
　�か月間

�,���,���円
（特別の場合�,���,���
円）

・母子家庭の母
・寡婦

住宅を建設・購
入・補修・保全・
改築・増築する
のに必要な資
金

住宅資金

年�％・年　賦�年以内貸付の日から　
�か月間

���,���円・母子家庭の母
・寡婦

住居を移転する
のに必要な資金

転宅資金

年�％・年　賦
・半年賦

�年以内貸付の日から　
�か月間

���,���円・母子家庭の児童
・寡婦が扶養してい
る��歳以上の子

婚姻に際し必要
な資金

結婚資金

無利子・年　賦
・半年賦

��年以内・貸付期間満了
後

　　�年間
・児童が義務教
育終了前のと
きは義務教育
終了後

　　�年間

平成��年�月分の児童
扶養手当の額から当該
資金の貸付けの申請の
際現に支給を受けてい
る児童扶養手当の額を
控除した額
　貸付期間は�年以内

・母子家庭の母
・平成��年�月分の
児童扶養手当の支
給を受けた者

・貸付けの申請の際
現に児童扶養手当
の支給を受けてい
る者

児童扶養手当が
減額となった者
が児童の扶養に
必要な資金

特例児童
扶養資金
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図表��－�【平成��年度母子福祉資金貸付金新規分・継続分別貸付状況】

貸 付 状 況

区　　分 合　　　　　　計継 続 分新 規 分

平均貸付額金　額延月数人員金　額人員金　額人員

�����事業開始資金

�����　個人分

�����　団体分

�����事業継続資金

�����　個人分

�����　団体分

��,������,���,����,��������,���,��������,���,������修学資金

��,�����,���,����,��������,���,�������,���,�����　高校分

��,�����,���,���������,���,������,���,�����　専修分

��,�����,���,����������,���,�������,���,�����　高専・大学分

���　特別分・高校分

���　　〃　・専修分

���　　〃　・高専・大学

���,����,���,���－����,�������,����技能習得資金

��,����,���,���������,�������,����　一般分

��－�����　特別分

���,����,���,���－����,���,����修業資金

���,����,���,��������,���,����　一般分

��－�����　特別分

���,������,�������,����就職支度資金

���,������,�������,����　一般分

�����　特別分

�����医療介護資金

�����　一般分

�����　特別分

�����介護分

��,����,���,���������,���,�����,���,�����生活資金

���,������,�������,����住宅資金

���,������,�������,����　一般分

�����　特別分

���,����,���,������,���,�����転宅資金

���,�����,���,��������,���,������就学支度資金

��,�����,������,����　小・中学校分

��,������,��������,�����　公立高校分

���,�����,���,�������,���,�����　私立高校分

���,����,���,������,���,�����　専修分

�����　高専分

���,����,���,�����,���,����　国公立大学分

���,����,���,������,���,�����　私立大学分

�����　修業施設分

�����結婚資金

�����児童扶養資金

��,������,��������,�������,����特例児童扶養資金

���,���,����,��������,���,��������,���,������　計

（人、円）



－ １７８ －

図表��－�【平成��年度寡婦福祉資金貸付金新規分・継続分別貸付状況】

貸 付 状 況

区　　分 合　　　　　　計継　続　分新　規　分

平均貸付額金　額延月数人員金　額人員金　額人員

�����事業開始資金

�����　個人分

���　団体分

�����事業継続資金

�����　個人分

���　団体分

��,����,���,���������,�������,����修学資金

��������　一般分・高校分

��,������,���������,������　　〃　・専修分

��,������,�����������,����　　〃・高専・大学分

��������　特別分・高校分

��������　　〃　・専修分

��������　　〃・高専・大学分

���,������,���－������,����技能習得資金

DIV/O!���,����������,����　一般分

��－�����　特別分

��－�����修業資金

��������　一般分

��－�����　特別分

�����就職支度資金

�����　一般分

�����　特別分

�����医療介護資金

�����　一般分

����　特別分

�����介護

��������生活資金

�����住宅資金

�����　一般分

�����　特別分

�����転宅資金

�����就学支度資金

�����　小・中学校分

�����　公立高校分

�����　私立高校分

�����　専修分

�����　高専分

�����　国公立大学分

�����　私立大学分

�����　修業施設分

�����結婚資金

－�,���,���������,�������,����　計

（人、円）
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　　�　制度の移管

　　　　本制度は、従前、岡山県の貸付業務であったが、岡山市の中核市への移行に

伴い、平成�年度から岡山市の貸付事業になったものである。

　�　特別会計

　　　母子寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければ

ならないとされている（法第��条第�項）。

　　　そして、その特別会計の歳入は、①一般会計からの繰入金、②国からの借入金、

③福祉資金貸付金の償還金、④附属雑収入とされており、歳出は、①福祉資金貸

付金、②国への償還金、③一般会計への繰入金、④貸付に関する事務に要する費

用とされているものである（法第��条第�項）。

　�　母子寡婦福祉資金貸付金の貸付状況

　　　平成�年度から平成��年度までの母子寡婦福祉資金貸付金の種類別の貸付状況

（件数、貸付金額）の推移は、図表��のとおりである。

図表��【母子寡婦福祉資金貸付金年度別貸付状況の推移】

平成��年度平成��年度平成��年度平成��年度平成��年度平成��年度平成�年度平成�年度
区　　分

金　額件数金　額件数金　額件数金　額件数金　額件数金　額件数金　額件数金　額件数

�������������,�����,���,�����,���,����事業開始母　　子
福祉資金 ���,���,�����������,�������,���,�����,���,����事業継続

���,���,��������,���,��������,���,��������,���,��������,���,��������,���,��������,���,��������,���,������修学

�,���,�����,���,�����,���,�����,���,�����,���,�����,���,�����,���,�������,����技能習得

�,���,�������,�����,���,�������,�����,���,�����,���,�����,���,�������,����修業

���,�����������,�������,�����������,����就職支度

�������,��������,���������,�������,����医療介護

�,���,������,���,������,���,�����,���,�����,���,�����,���,�����,���,������,���,����生活

���,�������,���,���������,���,�����,���,�����,���,����住宅

�,���,��������,�����,���,�����,���,�������,�����,���,������,���,�����,���,����転宅

��,���,��������,���,�������,���,�������,���,�������,���,�������,���,�������,���,�������,���,�����就学支度

�����,�������,��������������結婚

�����,�������,�������,�������,�������,��������児童扶養

���,������,����－－－－－－－－－－－－特例児童扶養

���,���,���������,���,���������,���,���������,���,���������,���,���������,���,���������,���,���������,���,������計

�����,���,�����,���,�����������,���,����事業開始寡　　婦
福祉資金 �������������,���,�������,����事業継続

�,���,�����,���,�����,���,�����,���,������,���,������,���,������,���,������,���,�����修学
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－ １８０ －

　　　これによると、母子寡婦福祉資金貸付金の合計は、前述のとおり、平成��年度

には、件数は���件、貸付金額は�億�,���万���円にも上っており、これは平成�

年度の件数の�.��倍、貸付金額の�.��倍になっている。

　　　そして、このうち、母子福祉資金貸付金については、貸付件数、貸付金額は年々

増加しており、平成��年度には、貸付件数は���件、貸付金額は�億�,���万�,���

円にも上っており、平成�年度の貸付件数、貸付金額のそれぞれ�.��倍、�.��倍に

なっている。

　　　これは、近年の離婚の増加（人口動態統計（厚生労働省）によると、離婚件数

は平成�年は��万�,���件であったのに対し、平成��年は��万�,���件となってお

り、この�年間で�.��倍の増加となっている。）による母子世帯の増加、長引く不

況による母子家庭の母（シングル・マザー）の就労の機会の減少等が影響してい

るものと考えられる。

　　　一方、寡婦福祉資金貸付金は、平成��年度の貸付件数��件、貸付金額���万�,���

円をピークに年々減少しており、平成��年度は貸付件数が�件、貸付金額は���万

�,���円となっている。

　�　母子寡婦福祉資金貸付金の償還金の償還状況

　　�　償還状況

　　　　平成�年度から平成��年度までの各年度における母子寡婦福祉資金貸付金の

償還金の償還状況（調定額、収入済額、償還率）の推移は、図表��―�、図表

��―�のとおりである。
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